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及び介護保険料の算定

第４章 施策の展開

（６）災害及び感染症に対する備えの検討
近年、全国で災害が多く発生しており、災害時要援護者支援者に関する取組が重要となっていま
す。
また、介護保険施設は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、
感染症発生に備えた対応も必要となってきています。

【現状】
災害については、平成 年、 年と２度の大きな水害に見舞われ、これらを教訓として、災害に
対応できる体制を構築してきました。そして、災害時要援護者名簿を作成し、定期的に更新を行っ
ています。災害時には、介護保険事業所や自治会、自主防災組織、民生委員に対して、情報発
信を行い、連携して避難支援や情報伝達支援を行います。
感染症については、県と連携、協力して、介護サービス事業者に情報伝達を行っています。また、
介護保険サービス事業所の実地指導において、感染症対策を確認し、必要な指導を行っています。

【今後の方針】
• 災害発生時に避難支援や情報伝達支援が速やかに行えるように、災害時要援護者名簿の定
期的な更新を行います。

• 介護サービス事業者に対して、感染症防止に関する取組の徹底を求めるとともに、感染症が発
生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制の構築に向け、県と連
携して進めていきます。

 災害時要援護者対策

一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯等のうち、重度の障がい者や要介護３以上の認定者など
で、災害が起きたときに手助け（支援）を必要とする方の名簿（災害時要援護者名簿）を作成
し、自治会、民生委員・児童委員、消防団、介護サービス事業者、自主防災組織で日頃から情
報を共有することにより、地域全体で要援護者を見守る体制づくりを推進し、それぞれの役割に応じ
た情報伝達や避難支援を行います。
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第５章 介護保険サービス等の見込み及び介護保険料の算定
１ 介護保険サービス等の見込み

総人口は、現在の減少傾向が今後も続くものとみられ、令和５年度には 人となり、 年間で
人減少するものと見込まれます。

一方で、総人口の減少傾向に対して高齢者人口は、令和３年度までは増加し 人のピークを
迎えた後、令和４年度以降、減少傾向となり、令和５年度には 人となるものと見込まれます。
高齢化率は上昇を続け、令和５年度には ％になるものと見込まれます。

（１）被保険者、要介護認定者等の見込み
ア 人口・高齢者人口（第１号被保険者）等の見込み

実績 推計 推計 推計

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

後期
高齢者
前期
高齢者

総人口

人 人
【人口・高齢者数等の見込み】

高齢化率 ％ ％ ％ ％
後期高齢者の割合

歳以上 ％ ％ ％ ％

前期高齢者の割合
歳～ 歳 ％ ％ ％ ％
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要介護（要支援）認定者は、令和５年度には 人、要介護認定率は ％になるものと見
込まれます。
要介護（要支援）認定者の令和５年度までの要介護度別の構成比は、要介護２以下の軽度
層、要介護３以上の中・重度層いずれも大きな変化なく推移すると見込まれます。

イ 要介護（要支援）認定者の見込み

【要介護度別認定者数・認定率の見込み】
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居宅サービス量については、高齢者人口及び要介護（要支援）認定者数の推計を基に、これまでの
利用実績や基盤整備などを考慮した上で、サービスごとに見込みました。

（２）介護保険サービス量の見込み
ア 居宅サービス量の見込み

【１月当たりの介護予防サービス量の見込み（要支援１・２）】
年度 年度 年度 年度

訪問入浴介護 （回）
訪問看護 （回）
訪問リハビリテーション （回）
居宅療養管理指導 （人）
通所リハビリテーション （人）
短期入所生活介護 （日）
短期入所療養介護 （日）
福祉用具貸与 （人）
特定福祉用具購入 （人）
住宅改修 （人）
特定施設入居者生活介護 （人）
介護予防支援 （人）

年度 年度 年度 年度
訪問介護 （回）
訪問入浴介護 （回）
訪問看護 （回）
訪問リハビリテーション （回）
居宅療養管理指導 （人）
通所介護 （回）
通所リハビリテーション （回）
短期入所生活介護 （日）
短期入所療養介護 （日）
福祉用具貸与 （人）
特定福祉用具購入 （人）
住宅改修 （人）
特定施設入居者生活介護 （人）
居宅介護支援 （人）

【１月当たりの居宅介護サービス量の見込み（要介護１～５）】
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【１月当たりの居宅介護サービス量の見込み（要介護１～５）】
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地域密着型サービスのうち、施設・居住系サービスである「認知症対応型共同生活介護（グループ
ホーム）」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（特別養護老人ホーム）」につい
ては、必要な利用定員の総数を定めています。
また、計画期間中にサービス開始予定の「看護小規模多機能型居宅介護」及び「認知症対応型共
同生活介護」では利用者の増加を見込むとともに、「地域密着型通所介護」及び「認知症対応型通
所介護」も増加するものと見込みました。

イ 地域密着型サービス量の見込み

【地域密着型サービス（施設・居住系サービス）の必要利用定員総数】
年度 年度 年度 年度

認知症対応型共同生活介護 人
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 人

合 計

【１月当たりの地域密着型サービス量の見込み（要支援１・２）】
年度 年度 年度 年度

認知症対応型通所介護 回

小規模多機能型居宅介護 人

認知症対応型共同生活介護 人

【１月当たりの地域密着型サービス量の見込み（要介護１～５）】
年度 年度 年度 年度

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護 （人）

地域密着型通所介護 （回）

認知症対応型通所介護 （回）

小規模多機能型居宅介護 （人）

認知症対応型共同生活介護 （人）

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 （人）

看護小規模多機能型
居宅介護 （人）
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介護老人福祉施設については、既存施設で７床増加します。
施設サービスについては、新たな整備の予定はありませんが、市外の施設に入所する利用者の増加を
見込みました。

ウ 施設サービス量の見込み

【１月当たりの施設サービス量の見込み（要介護１～５）】

年度 年度 年度 年度

介護老人福祉施設 人

介護老人保健施設 人

介護医療院 人
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第８期計画の介護保険料算定の基礎となる標準給付費及び地域支援事業費は、次のとおり見込
みました。
３年間の標準給付費の見込額は約 億 万円、地域支援事業費の見込額は約 億

万円となり、合計で 億 万円となります。第７期計画と比較して ％の増加となって
います。

【標準給付費の見込み】

年度 年度 年度 合計 年度

総給付費 ア＋イ

その他のサービス給付費 ウ

合 計（標準給付費）

（３）標準給付費及び地域支援事業費の見込み

【地域支援事業費の見込み】

年度 年度 年度 合計 年度
介護予防・日常生活支援
総合事業
包括的支援事業及び任意事
業 社会保障充実分以外
包括的支援事業
社会保障充実分

合 計

（千円）

（千円）

※地域支援事業費は、全体事業費から実費徴収金等を差し引いた額とする。
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【介護給付費の見込み】
年度 年度 年度 合計 年度

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

その他

合 計 ア

【予防給付費の見込み】
年度 年度 年度 合計 年度

介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

その他

合 計 イ

（千円）

（千円）

※居宅サービス︓訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、
通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与

※地域密着型サービス︓定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護

※施設サービス︓介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※ その他︓特定福祉用具購入、住宅改修、居宅介護支援

※介護予防サービス︓介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与

※地域密着型介護予防サービス︓介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護

※ その他︓特定介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修、介護予防支援

【その他のサービス給付費の見込み】
年度 年度 年度 合計 年度

特定入所者介護サービス費等
給付額
高額介護サービス費等給付額
高額医療合算介護サービス費
等給付費
審査支払手数料

合 計 ウ

（千円）
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【介護給付費の見込み】
年度 年度 年度 合計 年度

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

その他

合 計 ア

【予防給付費の見込み】
年度 年度 年度 合計 年度

介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

その他

合 計 イ

（千円）

（千円）

※居宅サービス︓訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、
通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与

※地域密着型サービス︓定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護

※施設サービス︓介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※ その他︓特定福祉用具購入、住宅改修、居宅介護支援

※介護予防サービス︓介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与

※地域密着型介護予防サービス︓介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護

※ その他︓特定介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修、介護予防支援

【その他のサービス給付費の見込み】
年度 年度 年度 合計 年度

特定入所者介護サービス費等
給付額
高額介護サービス費等給付額
高額医療合算介護サービス費
等給付費
審査支払手数料

合 計 ウ

（千円）
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２ 介護保険料（ 歳以上）の算定

介護保険事業の運営費は、標準給付費や地域支援事業費に要する費用です。
一方、その財源は、国、県、市の負担金、国の調整交付金、介護給付費交付金（第２号被保
険者の保険料）、第１号被保険者の保険料などで賄われます。
標準給付費等の第１号被保険者の保険料負担割合は第７期と同じ ％となっています。
介護保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金の一部を取り崩し、第１号被保険者
の保険料負担分に充当することとします。

【合計所得金額の基準の見直し】

（１）介護保険料を算定するに当たっての諸要件

0.50

0.65 0.70

0.90
1.00

1.30
1.40

1.60
1.70 1.75 1.80

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第10段階 第11段階

市民税世帯非課税 市民税本人課税世帯市民税本人非課税

基準額

（２）介護保険料の合計所得金額の基準の見直し
国の保険料算定に係る基準所得金額の見直しに伴い、所得段階別の合計所得金額の範囲に
ついて見直しを行いました。内容は、第７段階を「 万円以上 万円未満」に、第８段階を
「 万円以上 万円未満」に、第９段階を「 万円以上 万円未満」に変更しました。
また、所得水準に応じた保険料設定を行うため、引き続き国の標準の９段階を 段階に設定し
ています。
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合計所得金額を「 万
円以上 万円未満」か
ら「 万円以上 万
円未満」に変更

合計所得金額を「 万
円以上 万円未満」か
ら「 万円以上 万
円未満」に変更

合計所得金額を「 万
円以上 万円未満」か
ら「 万円以上 万
円未満」に変更負担割合
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【所得段階別の年額保険料】
所得段階 所得区分 保険料算出方法 年間保険料※

第１段階

世帯全員が
市民税非課税

• 生活保護受給者
• 老齢福祉年金受給者
• 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間

万円以下の方

基準額×
基準額× ）

円
円

第２段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円を超え 万円以下の方

基準額×
基準額× ）

円
円

第３段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円を超える方 基準額× 円

第４段階 本人が
市民税非課税
世帯員が
市民税課税

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円以下の方 基準額× 円

第５段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円を超える方 基準額× 円

第６段階

本人が
市民税課税

本人の合計所得金額が 万円未満の方 基準額× 円

第７段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第８段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第９段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額が 万円以上の方 基準額× 円

※年額保険料＝基準月額保険料額× 月×負担割合（ 円未満四捨五入）
※合計所得金額＝地方税法上の合計所得金額－土地建物の譲渡所得特別控除額

－公的年金等に係る雑所得（第 段階から第 段階の非課税者のみ）
※平成 年度税制改正における、個人所得課税に係る基礎控除の見直し及び令和２年度税制改正における、低未利用土地の
長期譲渡所得に係る特別控除の新設による、介護保険法施行令の一部改正に伴う規定の整備を行っています。
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ア 基準月額保険料

実際の保険料は、年額で定めます。令和３年度から令和５年度までの年額保険料は、次の表の
とおりです。

令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者の基準月額保険料額は、 円となりま
す。

イ 所得段階別の年額保険料

（３）基準月額保険料の設定
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【所得段階別の年額保険料】
所得段階 所得区分 保険料算出方法 年間保険料※

第１段階

世帯全員が
市民税非課税

• 生活保護受給者
• 老齢福祉年金受給者
• 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間

万円以下の方

基準額×
基準額× ）

円
円

第２段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円を超え 万円以下の方

基準額×
基準額× ）

円
円

第３段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円を超える方 基準額× 円

第４段階 本人が
市民税非課税
世帯員が
市民税課税

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円以下の方 基準額× 円

第５段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年間
万円を超える方 基準額× 円

第６段階

本人が
市民税課税

本人の合計所得金額が 万円未満の方 基準額× 円

第７段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第８段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第９段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額が 万円以上 万円未満の方 基準額× 円

第 段階 本人の合計所得金額が 万円以上の方 基準額× 円

※年額保険料＝基準月額保険料額× 月×負担割合（ 円未満四捨五入）
※合計所得金額＝地方税法上の合計所得金額－土地建物の譲渡所得特別控除額

－公的年金等に係る雑所得（第 段階から第 段階の非課税者のみ）
※平成 年度税制改正における、個人所得課税に係る基礎控除の見直し及び令和２年度税制改正における、低未利用土地の
長期譲渡所得に係る特別控除の新設による、介護保険法施行令の一部改正に伴う規定の整備を行っています。
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ア 基準月額保険料

実際の保険料は、年額で定めます。令和３年度から令和５年度までの年額保険料は、次の表の
とおりです。

令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者の基準月額保険料額は、 円となりま
す。

イ 所得段階別の年額保険料

（３）基準月額保険料の設定

第５章 介護保険サービス等の見込み及び介護保険料の算定

平成 年４月から、消費税等を財源とする公費による低所得者への介護保険料の軽減が行
われていましたが、令和元年 月の消費税率等の見直しにより、第１段階及び第２段階の年額
保険料は、更なる軽減が行われています。
これにより、第１段階の年額保険料は 円から 円、第２段階は 円から

円に軽減されています。

ウ 低所得者の保険料の軽減措置
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